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第１ 監査の概要

１ 財政的援助団体等監査の趣旨

地方自治法第１９９条第７項 (注1)の規定に基づき、県が補助金、交付金、貸

付金、損失補償等の財政的援助を与えている団体、資本金、基本金等を出資し

ている団体及び公の施設 (注2)の管理を行わせている団体並びに財政的援助等を

行っている所管課を対象とし、県による財政的援助等の妥当性、団体における

公金の執行状況の適正性等の観点から監査を実施した。

(注1)地方自治法第１９９条第７項

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があると

きは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補

給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助

に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政

令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証してい

るもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及

び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行

わせているものについても、また、同様とする。

(注2)公の施設

住民の福祉を増進させることを目的として、その利用に供するために普通地方公共

団体が設置する施設（学校、美術館、ホール、体育館、県営住宅や公園等）。

２ 監査対象団体及び実施団体

(1) 監査対象団体

監査対象団体は次のとおりである。

ア 財政的援助団体

① 県単独の制度により１千万円以上の補助金、交付金、負担金又は利子

補給金（以下「補助金等」という。）を交付した団体及び１千万円未満

の補助金等を交付した団体のうち特に監査を実施する必要があると認め

た団体

② 県が貸付け又は損失補償をしている団体のうち特に監査を実施する必

要があると認めた団体
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イ 出資団体

県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資し

ている団体

ウ 借入保証、信託に係る団体

県が借入保証又は信託（不動産の信託に限る。）をしている団体のうち

特に監査を実施する必要があると認めた団体

エ 公の施設の指定管理者

県が公の施設の管理を行わせているもの

(2) 監査対象団体の概要

監査対象団体の平成２５年度末の状況は、次表のとおりである。

監査対象
財政的援助等の形態別件数

団体区分
団体実数

財政的援助
出資

債務 公の施設の

補助金等 貸付金 損失補償 保証 指定管理

一般社団法人 ３ ３

公益社団法人 ６ ５ １ １ ２

一般財団法人 ３ ２ ２ １

公益財団法人 １８ ８ ３ ３ １４ ７

地方独立行政法人 １ １

学校法人 ２ ２

社会福祉法人 １４ １４

農林水産組合 １ １

商工会議所・商工会 ２９ ２９

株式会社 １１ １ ３ ７

その他 ２６ ２０ ２ １ ３ １ ３

合 計 (注3) １１４ ８５ ７ ５ ２４ １ １８

(注3)１つの団体について補助金等、貸付金、出資等が重複している場合があるため、

「監査対象団体実数」の合計と「財政的援助等の形態別件数」の合計は一致しない。

(3) 監査実施団体

平成２６年度は、上記監査対象団体の中から過去の監査実施状況等を考慮

し、次の２５団体を選定し監査を実施した。
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監 査 実 施 団 体 名 所 管 課
監 査 対 象 と し た

財政的援助等の内容

１ （公財）しまね海洋館 地域政策課 出資・指定管理

２ （公社）島根県トラック協会 交通対策課 補助金

３ 一畑電車沿線地域対策協議会 交通対策課 負担金

４ (公財)しまね自然と環境財団
自然環境課 出資・指定管理

環境政策課 補助金

５ アイカム（株） 健康福祉総務課 指定管理

６ 浜田ビルメンテナンス（株） 健康福祉総務課 指定管理

７ （一社）しまね地域医療支援センター 医療政策課 補助金

８ （公財）島根県障害者スポーツ協会 障がい福祉課 出資

９ （公社）島根県畜産振興協会 農畜産振興課 出資

10 （公財）島根県みどりの担い手育成基金 林業課 出資

11 (公社）島根県林業公社 林業課
補助金・貸付金・

損失補償・出資

12 島根県漁業信用基金協会 水産課 出資

13 （公社）島根県観光連盟 観光振興課 補助金

産業振興課
補助金・出資・指

14 (公財）しまね産業振興財団
定管理

中小企業課
貸付金・損失補償

15
（一財）島根県石央地域地場産業振興セ

産業振興課 出資
ンター

16 島根県中小企業団体中央会 中小企業課 補助金

17 島根県商工会連合会 中小企業課 補助金

18 美濃商工会 中小企業課 補助金

19 吉賀町商工会 中小企業課 補助金

20 安来商工会議所 中小企業課 補助金

21 出雲空港ターミナルビル（株） 港湾空港課 出資

22 石見空港ターミナルビル（株） 港湾空港課 出資

23 大畑建設（株） 都市計画課 指定管理

24 北陽ビル管理（株） 社会教育課 指定管理

25 （公財）島根県暴力追放県民センター 組織犯罪対策課 出資

なお、上記２５団体のうち、指定管理を行っているのは７団体で、その施設は次の

とおりである。
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施 設 名 指定管理者名
平成25年度 利 用

指定管理料(千円) 料金制

１
しまね海洋館

（公財）しまね海洋館 128,505 ○
（アクアス）

２
三瓶自然館（サヒメル） （公財）しまね自然と環境

270,060 ○
及びその附属施設 財団

３
東部総合福祉センター

アイカム（株） 86,499
（いきいきプラザ島根）

４
西部総合福祉センター

浜田ビルメンテナンス（株） 76,012
（いわみーる）

５
産業高度化支援センター

（公財）しまね産業振興財団 237,642
（テクノアークしまね）

６ 万葉公園 大畑建設（株） 36,481 ○

７
青少年の家

北陽ビル管理（株） 67,600
（サン・レイク）

※ 利用料金制とは、公の施設の指定管理者に当該施設の利用料金を収入させ、施設を運営する制度で

ある。

３ 監査の実施方法、対象年度、範囲、視点、実施年月日及び監査の執行者

(1) 実施方法

監査実施団体については実地監査を行い、監査実施団体の所管課について

は書面監査により行った。

(2) 対象年度

監査は原則として平成２５年度を対象とし、必要に応じ平成２４年度及び

平成２６年度も対象とした。

(3) 範囲

監査の範囲は、補助金等、貸付金又は損失補償の財政的援助を与えている

団体については、それら財政的援助に関連する範囲とし、出資している団体

については、団体の財務、会計、事業など経営全般とし、公の施設の管理を

行わせている団体については、管理に係る会計事務の執行や施設の維持管理
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を範囲とした。

(4) 監査の視点

監査は、補助金等の財政的援助を与えている団体については、補助金等が

公金として適切に執行され、交付目的である成果が十分得られているか、出

資している団体については、出資目的に沿って事業が運営されているか、ま

た、公の施設の管理を行わせている団体については、指定管理に関する協定

書に基づき施設が適切に管理・運営されているかなどの視点から行った。

(5) 監査実施年月日

監 査 実 施 団 体 名 監査実施年月日

１ （公財）しまね海洋館 平成２６年１１月１２日

２ （公社）島根県トラック協会 平成２６年１１月１０日

３ 一畑電車沿線地域対策協議会 平成２６年１０月３０日

４ （公財）しまね自然と環境財団 平成２６年１１月１２日

５ アイカム（株） 平成２６年１１月１０日

６ 浜田ビルメンテナンス（株） 平成２６年１１月１１日

７ （一社）しまね地域医療支援センター 平成２６年１０月２９日

８ （公財）島根県障害者スポーツ協会 平成２６年１１月１０日

９ （公社）島根県畜産振興協会 平成２６年１１月 ７日

10 （公財）島根県みどりの担い手育成基金 平成２６年１１月 ６日

11 （公社）島根県林業公社 平成２６年１１月 ６日

12 島根県漁業信用基金協会 平成２６年１１月 ５日

13 （公社）島根県観光連盟 平成２６年１１月 ５日

14 （公財）しまね産業振興財団 平成２６年１１月 ６日

15 （一財）島根県石央地域地場産業振興センター 平成２６年１１月１１日

16 島根県中小企業団体中央会 平成２６年１１月 ７日

17 島根県商工会連合会 平成２６年１０月３０日

18 美濃商工会 平成２６年１１月１１日

19 吉賀町商工会 平成２６年１１月１２日

20 安来商工会議所 平成２６年１１月 ６日

21 出雲空港ターミナルビル（株） 平成２６年１０月２９日

22 石見空港ターミナルビル（株） 平成２６年１１月１２日

23 大畑建設（株） 平成２６年１１月１１日

24 北陽ビル管理（株） 平成２６年１０月２９日

25 （公財）島根県暴力追放県民センター 平成２６年１１月１０日
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所管課については、事前に職員により実施した実地調査に基づき、書面監

査を実施した。

(6) 監査の執行者

監査の執行者は次のとおりである。

監査委員 藤 間 恵 一

監査委員 平 谷 昭

監査委員 錦 織 厚 雄

監査委員 後 藤 勇
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第２ 監査の結果

Ⅰ 監査結果（総括）

各監査実施団体別の監査結果はⅡ 監査結果（個別）に掲げるとおりであり、

是正を求めて指導、指示する事項が１５件あったほかは、おおむね適正に処理

されているものと認められた。

また、個別の意見を除き、監査全般を通じた意見は４件である。

なお、意見については、監査結果(個別)に掲げた意見を含め、県報登載によ

り公表し、指導事項及び指示事項とともに該当する監査実施団体及び所管課に

対し文書で通知する。

１ 指導事項及び指示事項

該当の団体、所管課に対し文書により是正を求めて指導、指示する事項は、

次のとおりである。

(1) 指導事項（団体）（１０件）

ア 執行伺の記載に不備があったもの

イ 理事会への報告が未実施だったもの

ウ 備品の調達に不備があったもの

エ 補助金の過年度不用額が発生したもの

オ 領収書が未発行であったもの

カ 契約事務に不備があったもの

キ 取締役会への付議基準が定められていなかったもの（２件）

ク 取締役会の記録・資料保存が不十分だったもの

ケ 資金管理方針が整備されていないもの

(2) 指示事項（所管課）（５件）

ア 指定管理に係る基本協定書に必要事項が規定されていないもの

イ 補助事業に係る要綱の記載が不足しているもの（２件）

ウ 必要な財産異動報告がなされていないもの

エ 契約事務についての指導が十分でなかったもの

２ 意見

監査全般を通じた意見は、次の４件（団体、所管課各２件）である。
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指定管理者制度について

平成１６年度から始まった指定管理者制度は、１０年が経過し、平成２７

年４月から新たな指定管理期間が始まる（一部施設を除く）。

この期間においても、同制度の趣旨に沿った管理・運営が求められるとこ

ろであり、指定管理者、施設所管課においては、以下の点に留意しながら指

定管理施設の管理・運営を行われたい。

(1) 団体に対する意見

① 県民サービスの質の維持・向上について【該当指定管理者】

指定管理者制度は、県民サービスの質の向上及び施設の設置の目的を効

果的に達成することを導入目的としている。

このことも踏まえ、平成２５年度に実施した財政的援助団体等監査の報

告書において、指定管理の期間設定等について個別施設の特性や管理実態

に応じた柔軟な対応を行われたいと意見を述べたところである。

平成２６年７月に改正された指定管理者制度運用に係る共通ガイドライ

ンにおいて、施設の設置目的の達成のため、特殊な技能や高度の専門性を

要する業務が不可欠であり、その継続性や知識の蓄積・活用が必要な施設

については、５年を超える指定期間の設定が可能となった。

今年度更新の手続を行った２４施設のうち８施設において指定期間を従

来の５年から８年に延長することとなった。いずれの施設の管理予定者も

現指定期間に引き続き指定されており、今まで蓄積したノウハウを十分に

活用するとともに、職員の専門性を一層高めるための人材育成等に取り組

み、より質の高いサービスの安定的な提供に努められたい。

② 利用者の安全確保について【各指定管理者】

指定管理施設の管理・運営に当たっては、利用者サービスの向上のみな

らず、その安全が確保されることが重要である。

この度の指定管理者制度運用に係る共通ガイドラインの改正において、

指定管理者は管理施設の保全を的確に行うための年間保全計画の作成と計

画実施状況の報告を行うこととされた。

保全計画の作成・実施に当たっては、施設利用者の安全を念頭に置くと

ともに、定期的な避難訓練の実施や協定で定めた危機管理マニュアルの点

検を行うなどにより利用者の一層の安全確保に努められたい。
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(2) 所管課に対する意見

① 県民サービスの質の維持・向上について【所管課】

団体への意見で述べたように、８施設において指定期間を８年に延長す

ることとなったが、各指定管理施設の所管課におかれては、当該施設の運

営に当たって期間延長の効果が発揮できるよう指導されたい。

また、県民サービスの質の維持・向上を図るためには、指定管理者自ら

の取組に加え、所管課における利用者ニーズ・満足度の把握も重要となる。

平成２７年４月から始まる新たな指定管理期間においては、指定管理者

が実施する調査等に加え、所管課においても定期的な調査・点検等を行い、

県民サービスの質の維持・向上に努められたい。

② 利用者の安全確保について【所管課】

今後、各施設においては、施設の長期保全計画及び５年以内に必要とな

る修繕をまとめた維持保全計画を元に指定管理者が年間保全計画を作成・

実施することになる。

所管課におかれては施設管理の責任主体であるという自覚を持って、各

指定管理者において安全を念頭に置いた適切な年間計画の作成・実施がな

され、合わせて危機管理マニュアルに基づいた安全確保の取組を着実に行

って施設の安全な利用が確保されるよう指導されたい。
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Ⅱ 監査結果（個別）

１ 団体名 （公財）しまね海洋館 所管課 地域政策課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成９年４月３０日

(2) 設立目的

島根県知事から指定管理者の指定を受けて、島根県が設置する「島根県立し

まね海洋館」の管理運営を通じ、多くの人々が日本海の自然や生態とふれあい、

楽しく過ごす場を創造し、賑わいの創出や新たな民間活動の誘発により地域の

活性化に寄与するとともに、水族の保護、保全を含めた豊かな海洋自然の大切

さについての普及啓発に努めていく。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア しまね海洋館（アクアス）（所在地：浜田市、江津市）

① 指定管理業務の内容

・しまね海洋館の施設及び設備の維持管理に関する業務

・水生生物を中心とした収集、飼育及び展示並びに調査研究に関する業

務

・水生生物に関する学習機会の提供及び知識の普及啓発に関する業務

・しまね海洋館の利用の促進に関する業務

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 １２８，５０５千円（平成２５年度）

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２ 団体名 （公社）島根県トラック協会 所管課 交通対策課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和３１年１月２３日

(2) 設立目的

貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって事

業の健全な発達を促進し、公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的、経

済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県運輸事業振興助成補助金

① 内容

軽油引取税の税率引上げが、営業用のバス及びトラックの輸送コストに

与える影響等を考慮し、公共輸送機関の輸送力の確保、輸送コストの上昇

の抑制を図るため、(公社)島根県トラック協会が実施する次のような事業

について補助金を交付する。

・交通安全・事故防止対策（ドライブレコーダー、バックモニター装置等

導入助成、ドライバー再教育研修会の実施等）

・貨物自動車運送適正化事業（巡回指導、街頭パトロールの実施等）

・環境保全対策（低公害車導入助成、エコドライブ研修会の開催等）

・緊急・救援輸送対策（緊急物資の輸送体制整備、防災訓練参加等）

・中小企業等対策（事業者研修会の開催、近代化基金融資制度等）

・(公社)全日本トラック協会への出捐

② 補助金額 １１１，１２１千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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３ 団体名 一畑電車沿線地域対策協議会 所管課 交通対策課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和４８年１１月２６日

(2) 設立目的

一畑電車の沿線地域における交通を確保し、あわせて当該地域の開発整備に

ついて総合的な調整を図り、もって地域の発展に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 負担金

ア 一畑電車沿線地域対策協議会活性化事業特別会計利用促進事業負担金

① 内容

地域住民、観光客等の一畑電車利用を促進するために、団体が実施す

る利用促進事業（イベント支援事業、通勤定期運賃助成、シルバー切符

運賃助成、観光案内業務支援等）に要する経費を負担する(県１／２)。

② 負担金額 ６，０００千円

イ 一畑電車沿線地域対策協議会基盤設備維持負担金

① 内容

一畑電車（株）が実施する線路、電路、車両の維持、修繕に係る工事、

電気設備保守・点検業務、車両定期検査に要する経費を団体が補助するた

めに要する経費を負担する（県１／２）。

② 負担金額 ５８，６１８千円

ウ 一畑電車沿線地域対策協議会安全輸送設備等整備事業負担金

① 内容

一畑電車（株）が実施する営業路線に係る信号保安設備、線路設備、電

路設備、車両設備等の整備に要する経費（国が直接補助する額を除く。）

を団体が補助するために要する経費を負担する（県１／２）。

② 負担金額 ７０，４８９千円

エ 一畑電車沿線地域対策協議会鉄道施設安全対策事業負担金

① 内容

国の経済対策により、一畑電車（株）が実施する営業路線に係る信号保

安設備、防護設備、線路設備、電路設備、変電所設備等の整備に要する経

費（国が直接補助する額を除く。）を団体が補助するために要する経費を

負担する（県１／２）。

② 負担金額 ４８，８８８千円
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３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

一畑電車の利用促進につながる効果的な取組の実施について

一畑電車沿線地域対策協議会では、一畑電車（株）への支援として、赤字

補填による助成が行われてきたが、平成１８年度からは「インフラ所有権を

移転しない上下分離方式」により、鉄道施設の整備に要する費用について補

助をしてきており、平成２３年度からは安全確保やサービス向上の観点から

車両更新など積極的な設備投資が行われている。

一方、一畑電車（株）においても人件費などの経費の削減に取り組むとと

もに、各種イベント列車の運行や沿線施設と連携した企画きっぷの販売、体

験運転事業の実施などにより利用促進に取り組み、収入増を図っているとこ

ろである。

しかしながら、モータリゼーションの進行や人口減少・少子化の影響等に

より通勤・通学の利用客数は減少傾向にあり、観光客による利用も平成２５

年度は出雲大社平成の大遷宮により大幅に増加したものの、今後の動向は不

透明であり、収入を確保するためには一層の利用促進を図る必要がある。

ついては、「一畑電車支援計画（平成２３年度～平成２７年度）」の更新

に合わせて、これまでの支援事業による効果を検証した上で、一畑電車（株）

による自助努力を促しつつ、構成員である沿線自治体の支援や役割分担等を

含め、一層利用者の増加につながる効果的な取組を進められたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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自然環境課
４ 団体名 （公財）しまね自然と環境財団 所管課

環境政策課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成３年７月１日

(2) 設立目的

島根県内の自然系博物館施設及び自然公園施設等の管理運営を通じ、自然公

園の保護と利用の増進に資するとともに、地球環境保全、自然環境の保護及び

その他の環境の保全に関する普及啓発事業等を行い、広く県民に対して環境の

保全の重要性を訴え、もって島根県の環境の保全及び地域の振興に寄与する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 １２３，０００千円（県出資比率：９２．５％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金

① 内容

財団が行う環境保全活動の推進事業等を支援することにより、環境の保

全とより良い環境の創造に関する県民意識の高揚を図るとともに、地域に

おける自発的な活動の推進と活性化を図る。

② 補助金額 ３８，１２３千円

(2) 公の施設の指定管理

ア 三瓶自然館（サヒメル）及びその附属施設（所在地：大田市）

① 指定管理業務の内容

・三瓶自然館及びその附属施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

・自然保護に関する普及啓発及び調査研究に関する業務

・環境学習の推進に関する業務 等

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 ２７０，０６０千円（平成２５年度）
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３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課（自然環境課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

観光での活用について

三瓶自然館は、自然系博物館としての教育機能だけでなく、大山隠岐国立

公園・三瓶山地区のビジターセンターとしての機能も併せもっている。

平成２５年度の入館者数は１６万２千人で、ここ１０年間で最多となり、

児童・生徒等の教育に加え、県央部への観光客の入り込みにも寄与している。

一方、三瓶自然館の附属施設として、世界的にも極めて貴重な埋没林を保

存展示する三瓶小豆原埋没林公園があるが、埋没林公園には学校等の団体利

用に適した施設（事前学習室など）がないため、教育利用が進みにくい実態

もあり、来園者も、近年は２万５千人余で横ばいとなっている。

埋没林公園については、平成２３年度監査で周辺施設の整備について意見

を述べ、検討が進められているようであるが、三瓶自然館と合わせて、県央

部の魅力的な観光資源であり、現在県が力を注いでいる観光振興にも大いに

寄与するものと思われる。

観光部局との連携を図りながら、利便性・魅力向上について検討を進め、

観光面でもより一層積極的な活用を図られたい。

(3) 所管課（環境政策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし



- 16 -

５ 団体名 アイカム（株） 所管課 健康福祉総務課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和５９年９月１７日

(2) 団体の形態 株式会社（所在地：松江市）

(3) 主な事業内容

カーテンの製造・販売・レンタル、建物の清掃・保守管理、その他

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根）（所在地：松江市）

① 指定管理業務の内容

・有料施設等の使用の許可に関する業務

・有料施設等の使用に係る利用料金の徴収に関する業務

・施設等の維持管理に関する業務

・島根県立心と体の相談センターの施設及び設備で知事が定めるものの維

持管理に関する業務

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 ８６，４９９千円（平成２５年度）

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 使用料の前納期日の明確化及びその徹底について

施設使用料は、「島根県立総合福祉センター条例施行規則」により前納

とされており、キャンセルをした場合は、使用日の７日前までは前納使用

料の８割、３日前までは５割を還付することになっている。
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しかしながら、利用日当日に使用料を納付する場合が多くあり、前納せ

ずにキャンセルした場合には、いわゆるキャンセル料が徴収されずバラン

スを欠いている。

安易なキャンセルの発生を抑制し、施設の公平かつ効率的な利用を図る

観点から、前納期日の明確化とその徹底を図られたい。

② 使用料の減免手続の適正化について

「島根県立総合福祉センター条例」では、「知事は、公益上特に必要が

あると認めるときは、使用料を減免することができる。」とし、同規則で

「社会福祉法人その他これに類する団体のうち知事が使用料を減免するこ

とが適当と認めたものが、福祉の増進の目的のために使用するとき。使用

料の全額」と定めている。

また、同管理規程で「使用料の減免を受けようとする法人等は、使用料

減免承認申請書(様式第5号)により、指定管理者を経由して知事に申請し

なければならない。」としている。

しかしながら、実態を確認したところ、社会福祉法人等に対する減免（い

わゆる減免団体）については、一度の申請で減免を承認し、その後は使用

許可申請書で指定管理者が目的に沿った利用かどうかを判断していた。

現在、減免団体数は全県で３５０団体以上にも及び、その活動について

も趣味の会など多種多様であり、真に減免理由に該当するのかをしっかり

と確認する必要がある。

定期的に減免団体の確認を行うとともに、具体的な事例も含めて減免基

準を明確化するなど、減免に係る規程の見直しを行い、適切な使用料の減

免手続を行われたい。

③ 入居団体に対する減免手続の適正化について

上記②のとおり、社会福祉法人等については減免ができることになって

おり、規程で減免承認申請の手続が定められているが、同規程において「い

きいきプラザ島根及びいわみーるに入居する法人等については、この手続

を省略するものとする。」とされている。

施設設置（規程作成）時の経緯については不明であるが、現在の入居団

体を見ると必ずしも減免の対象となる団体とは限らない。

このことから、入居団体に対する減免の可否の判断はどのように行って

いるのかを確認したところ、使用許可申請書により指定管理者が個々に判

断しているとのことであった。

しかしながら、減免の承認については知事が行うことになっており、入
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居団体が即減免ではなく、団体の活動や使用の目的に応じて減免の判断が

行われるべきと考えられるので、減免承認申請書の提出を省略する規定に

ついて見直しを行われたい。

④ メリットシステムの適用と貸出施設の利用方法の見直しについて

指定管理者は、指定に当たって定められた使用料収入の目標額の達成に

向けて利用者の確保に努めているところであるが、無料で利用できる減免

対象者が増加すると有料利用者が利用しにくい状況となり、使用料収入は

減少する。

このことは、県の収入が減少することになるとともに、指定管理者にと

ってはメリットシステムが有効に機能しないことになる。

そこで、前回の監査において、受益者負担と公平性の観点から貸出施設

の利用方法の見直しについて検討を要請したところであり、指定管理者に

おいては、減免団体のキャンセルがあった場合には、事前に申し込みのあ

った者に連絡するなどの対応が行われている。

一方、県においては、減免団体や入居団体に対して、安易な予約をしな

いように注意喚起は行われているものの、利用方法の見直しについては具

体的な対応がなされていない状況であった。

この施設については、条例の設置目的にあるように広く県民の福祉の向

上のために利用されることを期待するものであり、減免対象者による利用

が拡大することはその目的に合致するものであるが、減免団体及び入居団

体の利用が９割近くを占め、利用料収入が約６４９万円であるのに対し減

免額は約４，８３７万円となっている。

そもそもメリットシステムを適用することがふさわしい施設であるかど

うかについて検討するとともに、受益者負担と公平性の観点から貸出施設

の利用方法の見直しについて具体的な対応（減免対象者や減免率の見直し、

キャンセル料の徴収等）を検討されたい。

※ メリットシステムとは

指定管理業者の努力によって利用者の増、使用料の増収が可能な施設

を対象に、各年度において収入目標額を１０％上回った（下回った）場

合は、その増（減）収分の１／２について当年度の指定管理料を増（減）

するものである。
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６ 団体名 浜田ビルメンテナンス（株） 所管課 健康福祉総務課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和５９年１１月２９日

(2) 団体の形態 株式会社（所在地：浜田市）

(3) 主な事業内容

建物の清掃・保守管理、警備業務、その他

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 西部総合福祉センター（いわみーる）（所在地：浜田市）

① 指定管理業務の内容

・有料施設等の使用の許可に関する業務

・有料施設等の使用に係る利用料金の徴収に関する業務

・施設等の維持管理に関する業務

・島根県立西部社会教育研修センターの施設及び設備で知事が定めるもの

の維持管理に関する業務

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 ７６，０１２千円（平成２５年度）

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 使用料の前納期日の明確化及びその徹底について

東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根)と同じ。

② 使用料の減免手続の適正化について
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東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根)と同じ。

③ 入居団体に対する減免手続の適正化について

東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根)と同じ。

④ メリットシステムの適用と貸出施設の利用方法の見直しについて

東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根)と同じ。

なお、「減免団体及び入居団体の利用が９割近くを占め、利用料収入が

約６４９万円であるのに対し減免額は約４，８３７万円となっている。」

とあるのは、「減免団体及び入居団体の利用が６割強を占め、利用料収入

が約９３０万円であるのに対し減免額は約１，８８０万円となっている。」

と読み替える。
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７ 団体名 （一社）しまね地域医療支援センター 所管課 医療政策課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成２５年３月２１日

(2) 設立目的

島根県内での医師のキャリア形成等を支援し、医師、特に若手医師の県内定

着を図ることにより、島根県の地域医療の確保に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 一般社団法人しまね地域医療支援センター管理費補助金

① 内容

（一社）しまね地域医療支援センターの管理に要する経費を補助する。

② 補助金額 １１，８３６千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

業務拡大に伴う支援について

当団体の目的は一人でも多くの若手医師に本県を軸足とした研修・勤務を

してもらうことであり、そのためにキャリア形成や研修体制の充実などの支

援を行っているが、支援の対象となる地域枠出身や奨学金の貸与を受けた若

手医師は当分の間、毎年２０名以上増えていく予定であり、それに伴って業

務量が増えていくことが予想される。

事業効果を十分に検証の上で、事業実施に支障がないよう必要な支援を行

われたい。
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８ 団体名 (公財)島根県障害者スポーツ協会 所管課 障がい福祉課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和５４年５月７日

(2) 設立目的

障がい者がスポーツ活動を通じた健康の増進と自立意欲の向上を図ることに

より、障がい者の社会参加を促進し、障がいの有無にかかわらず、相互に個性

の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の実現に寄与する。

(3) 県の出資状況

昭和５５年から昭和５８年にかけて、前身の(財)島根県身体障害者スポーツ

協会に置かれた身体障害者スポーツ振興基金に補助金１億円を支出した。この

基金は昭和６２年に基本財産に繰り入れられたため、この１億円は出資金とし

て整理されている。

また、平成１２年３月の(財)島根県障害者スポーツ協会設立に際し、団体の

活動基盤の充実強化を図るため、基本財産として１億円出資した。

出資金額 ２００，０００千円（県出資比率：７８．４％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

障がい者スポーツの普及や障がい者スポーツ活動に取り組む団体の活動を

支援するとともに、障がい者アスリートの活動支援、障がい者スポーツ活動

の支援者の確保・育成などの事業を行っている。

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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９ 団体名 （公社）島根県畜産振興協会 所管課 農畜産振興課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和４３年３月１３日

(2) 設立目的

畜産業を営む者に対して、経営支援・指導、家畜及び畜産物の価格・経営安

定対策、家畜衛生対策、家畜の改良並びに畜産に関する知識及び技術の普及啓

発等の事業を推進することにより、畜産の振興に寄与し、もって国民への安全

で安心な畜産物を安定的に提供する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 ９０，０００千円（県出資比率：４１．１％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

畜産に関する生産の振興及び経営技術の指導に関する事業、肉用子牛、肥

育牛の経営安定のための補給金、補てん金の交付に関する事業、家畜伝染性

疾病の予防措置及び自営防疫の推進に関する事業などを行っている。

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１０ 団体名 (公財)島根県みどりの担い手育成基金 所管課 林業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成５年３月２２日

(2) 設立目的

島根県内において森林整備に従事する者の確保・育成に関する事業を行い、

森林の整備が適切に行われることにより、県土の保全、水資源の確保、地球温

暖化防止等の森林の有する公益的機能の維持・増進、うるおいと活力ある県民

生活の向上に寄与する。

(3) 県の出資状況

基本財産として、団体の設立に際し１０億円、平成６年度から平成９年度に

かけて１０億円、合計２０億円出資した。

長引く低金利のため当初計画していた運用益が得られないため、平成１２年

度から平成１５年度にかけて４７１，７２８千円を取り崩して運用財産とし、

事業を実施してきた。

平成２４年度からは基本財産を特定資産に移行し、中期事業計画（平成２４

年度～平成２９年度）に基づき、これを取り崩しながら事業を実施している。

平成２４年度及び２５年度の取崩額は、２０，４８０千円である。

出資金額 １，５０７，７９２千円（県出資比率：８８．４％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

島根県内の林業労働力の安定的確保及び若い担い手の育成を図ることを目

的として、森林組合等を対象に人材育成、労働安全管理、雇用改善に係る各

種助成事業を実施している。

事業は、特定資産の運用益と取り崩しにより行われている。

イ 事業費 ４０，３０６千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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イ 意見

① 助成事業の実施方法の見直しについて

助成事業の執行において、次のような事例があったので、ニーズに応じ

た効果的な事業が実施できるよう弾力的な運用を検討されたい。

・各種助成事業のうち３事業については、要綱上、変更交付申請の規定が

ないため、実績額が交付決定額を上回ることになっても当初の交付決定

額のままで額が確定されている。

・助成事業間の予算配分の調整が行われていないため、交付決定額が予算

額を大きく下回っている事業がある一方、交付申請額が予算額を上回っ

たため、申請額を大きく削って交付決定されている事業がある。

② 中期事業計画の見直しについて

森林整備を継続的に進めていくためには、若年層を中心とする担い手の

確保・育成が重要であるが、最近の産業全体の雇用状況から林業労働力の

確保は一層厳しいものとなっている。

こうした中、平成２７年度から中期事業計画の第２期が始まることから、

団体においては関係機関（県林業課、農林大学校、県木材協会、林業労働

力確保支援センター）による検討会を設置して、事業内容等の見直しを進

めている。

効果的な事業が実施できるよう第１期の事業執行状況等を評価するとと

もに、状況の変化や森林組合等助成対象者のニーズを十分に把握した上で、

事業の見直しを進められたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１１ 団体名 （公社）島根県林業公社 所管課 林業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和４０年６月１６日

(2) 設立目的

造林・育林等林業に関する事業及び林業労働力の確保の促進に関する事業を

行うことにより、森林資源の培養と森林の多面的機能の維持増進を図り、もっ

て国土の保全と農山村経済の振興、住民の福祉向上に寄与する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、また財政基盤の強化等のため、基本財産を出資している。

出資金額 ２２５，０００千円（県出資比率：５０．０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県林業公社不成績林等処理対策事業補助金

① 内容

松くい虫被害等により不成績林化した造林地の債務を処理するため、該

当地を分収契約から除外する手続に要する経費及び該当地に係る日本政策

金融公庫借入金の繰上げ償還に要する経費を補助する。

② 補助金額 ５，３９９千円

イ 島根県林業公社長伐期施業転換推進事業補助金

① 内容

造林地における長伐期施業転換を推進するため、それに伴う分収林契約

変更に必要な事務経費（変更登記に要する経費等）を補助する。

② 補助金額 １１，４１０千円

(2) 貸付金

ア 島根県林業公社事業資金

① 内容

団体が行う分収造林事業の実施等に要する資金を貸し付ける。
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② 貸付金額

平成２４年度末残高 ３７，０４７，４１７千円

平成２５年度貸付額 ７９０，９０８千円

平成２５年度返済額 １，２１６千円

平成２５年度末残高 ３７，８３７，１０９千円

イ 林業就業促進資金

① 内容

新たに林業に就業しようとする者を対象として、就業の準備に必要な

資金の貸付事業を行う団体に対し、必要な資金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２４年度末残高 １４６，０９３千円

平成２５年度貸付額 ３０，０００千円

平成２５年度返済額 ３５，５５０千円

平成２５年度末残高 １４０，５４３千円

(3) 損失補償

① 内容

団体が分収造林事業の実施等に充てるため日本政策金融公庫等から借り

入れた資金に関し損失補償を行う。

② 平成２５年度末損失補償債務残高 ２１，６０５，２４３千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第４次島根県林業公社経営計画（平成２６年度～平成３５年度）の推進に

ついて

団体では、昭和４０年の設立以来、森林資源の充実による公益的機能の発

揮や中山間地域の振興などに寄与することを目的として、分収造林事業に取

り組んできたが、この事業は団体のみが費用を負担する仕組みとなっており、

その財源が主として造林補助金と借入金により賄われてきたことから、団体

の借入金（平成２５年度末残高は５３５億円余）と利息負担は増大し続けて

いる。
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一方、県は、団体に対し無利子貸付や損失補償など多額に上る財政的援助

を行うことにより、その経営を支えてきたところである。

こうした状況を踏まえ、団体においては、増大し続ける借入金と利息負担

に対処するため、平成１１年度に「島根県林業公社経営計画（平成１１年度

～平成２０年度）」を策定して以来、５年ごとに計画を策定し、経営林の施

業方針を長伐期非皆伐施業へと転換するとともに、分収林契約と森林整備の

見直し、利息負担の軽減対策などを柱とする経営改善対策を行ってきたが、

木材価格が計画時よりも大幅に下落したことにより、目標としていた長期収

支不足の縮減達成には至らない見通しとなった。

このため、県と団体では、平成２５年９月に外部の有識者を委員とする「島

根県林業公社長期経営計画検討委員会」を設置し、次期経営計画の策定に当

たっての検討が行われ、主伐による「公的セクターとしての役割発揮」と「経

営改善」について提言が行われた。

この提言を受けて、団体では、主伐の開始を主とする第４次経営計画を平

成２６年３月に策定し、平成９５年度における収支不足を１６０億円に圧縮

することを目指して、a)主伐による増収対策（有利な国庫補助事業の活用に

よる収支改善)、b)バイオマス利用による増収対策（林地残材として廃棄さ

れていた木材のバイオマス利用による増収）、c)不成績林等の処理（不成績

林等の契約解除（収入が見込めない経営林の整理））、d)生育状況に応じた

生産手法の導入（枝打ち、除伐の省略）、e)主伐実施に伴う公庫借入金抑制

による利息軽減などの経営改善策に取り組むこととしている。

しかしながら、木材価格の長期低迷が続く中で、こうした経営改善策を実

施したとしても依然としてなお多額の長期収支不足が見込まれており、県か

ら大きな財政的援助を受けている団体においては、その厳しい現状を重く受

け止め、次の点にも留意しつつ、県と一体となって第４次経営計画の推進に

全力で取り組まれたい。

① 県民への正確かつ丁寧な情報提供について

団体の経営に当たっては、県の財政支援を伴うことから県民負担の軽減

に努めるとともに県民理解の醸成を図ることが不可欠である。

そのためには、団体の経営状況や地域経済への波及効果、公益的機能の

発揮による地域貢献について、県民に正確でわかりやすい説明や情報提供

を積極的に行う必要がある。

② 実施計画の策定について
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第３次経営計画（平成２１年度～平成３０年度）における木材販売収入

は約５億円であったが、第４次経営計画（平成２６年度～平成３５年度）

における木材販売収入は約５５億円とされており、当該収入確保や目標と

する収支不足の圧縮に向けては、実効ある着実な経営戦略が問われること

になる。

経営計画では、平成９５年度の収支不足の見込額は示されているが、こ

こ１０年間については、資金ベースでの収支計画が作成されているだけで、

年度毎にどの程度の収支改善が見込まれるのかが明確になっていない。

まずは、早急に具体的な行動や収支についての５か年程度の計画を策定

し、毎年度、検証することにより、効果的な事業の実施、着実な収益の計

上と借入金返済など、現実を見据えた経営戦略を立てていく必要がある。

③ 計画の進捗状況の点検・評価と改善について

経営計画及び実施計画の実行に当たっては、その進捗状況を点検・評価

し、改善を図っていくことが重要である。

また、今後は、保育事業から主伐事業に移行していくことから、計画の

実施状況によっては、外部有識者による検討委員会を設置するなど客観的

に状況を把握し、現実的な経営戦略を構築していけるよう、的確な進行管

理を行っていく必要がある。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第４次島根県林業公社経営計画の推進について

団体に対する意見で述べたように、経営計画に基づく経営改善の取組如何

によっては、今後の県の財政運営に大きな影響を及ぼす可能性があることか

ら、その実施状況の検証を行うなど、経営計画の取組目標が確実に達成され

るよう団体と一体となって経営計画の推進に取り組まれたい。

また、団体の経営が将来にわたって安定的に継続できるよう、分収造林事

業に係る財政支援の充実強化等を他の都府県等と連携して、引き続き国に働

きかけられたい。

※ 分収造林事業とは

①森林の土地所有者、②森林の植栽・保育・管理を行う造林者(市町
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村）、③森林造成に必要な費用を負担する費用負担者（団体）の３者が

共同で森林の造成を行う契約を締結し、伐採時に収益を一定の割合（分

収割合）で分け合うものである。３者の分収割合は、平成１２年度以降

に締結された契約分については、土地所有者３０％、市町村５％、団体

６５％となっている。
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１２ 団体名 島根県漁業信用基金協会 所管課 水産課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和２８年８月２０日

(2) 設立目的

中小漁業融資保証法に基づき、金融機関の中小漁業者等に対する貸付等につ

いて、その債務を保証することを主たる業務とし、もって中小漁業者等が必要

とする資金の融通を円滑にし、中小漁業の振興を図る。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 １，２２６，５５０千円（県出資比率：４０．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

中小漁業の振興を図るため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付等に対

してその債務を保証する。出資は、保証能力の拡大及び財務基盤強化のため

の基金としている。

３ 監査の結果

(1) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１３ 団体名 （公社）島根県観光連盟 所管課 観光振興課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成４年４月１日

(2) 設立目的

島根県における観光事業の健全な発達と振興を図るとともに、観光を通じて

地域の活性化に資する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 公益社団法人島根県観光連盟補助金

① 内容

本県の観光事業の振興を図るため、団体の運営費及び事業費の一部を補

助する。

② 補助金額 ２５，１２９千円

イ しまね観光誘客推進事業費補助金

① 内容

観光客誘致を促進するための情報発信及び魅力ある観光地づくりに向け

た地域の取組み等を支援する事業に要する経費を補助する。

② 補助金額 １７，８４７千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

全県的な観光振興について

平成２５年度に実施した財政的援助団体等監査の報告書では、所管課に対

し「神々の国しまね」プロジェクトや「ご縁の国しまね」キャンペーンなど

観光振興のこれまでの取組の成果を継続・発展させ、地域資源を生かした更

なる魅力アップや広域的な旅行商品づくりなどにより県内全域への観光誘客

の拡大に努められるよう意見を述べたところであるが、平成２６年の主要観

光施設等動向(入り込み客数)においては６月以降、出雲大社の大遷宮などに

よる観光客急増の反動減と思われる傾向が県東部の施設を中心に見受られる

一方で、石見・隠岐地域においても入り込み数の減少傾向が続いている施設
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がある。

観光地間競争の激化や景気回復の遅れなど厳しい状況下であるが、団体に

おいても所管課や石見・隠岐地域の観光振興組織と連携して観光資源の育成

や誘客宣伝活動等に取り組み、施策効果が全県的に波及するよう努められた

い。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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産業振興課
１４ 団体名 （公財）しまね産業振興財団 所管課

中小企業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和４８年４月１日

(2) 設立目的

島根県の産業構造の高度化、新たな産業の育成、企業の国際化及び地域の情

報化を促進し、もって本県産業の活性化と県民の福祉向上に寄与する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 １４６，１９６千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

法人の管理事業（需用費、負担金等）

イ 事業費 ５９，０９９千円

（うち基本財産利息収入は、２，３２４千円）

(2) 補助金

ア しまね創造的企業総合支援基金造成費補助金

① 内容

団体が産業の高度化と新産業の創出を目指して行う企業支援活動を円滑

に進めるために造成された基金に対して補助する。

② 補助金額 ５００，２０９千円

イ 公益財団法人しまね産業振興財団管理費補助金

① 内容

団体の安定した運営を図るため、その業務遂行に必要な人件費及び事務

費を補助する。

② 補助金額 ２３６，７４５千円

(3) 貸付金

ア 小規模企業者等設備貸与資金貸付金

① 内容

従業員２０人以下の小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に
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寄与するため、団体が行う小規模企業者等設備貸与事業に必要な資金の一

部を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２４年度末残高 ５１８，６９７千円

平成２５年度貸付額 １６０，８０５千円

平成２５年度返済額 ９７，１４２千円

平成２５年度末残高 ５８２，３６０千円

イ 小規模企業者等設備資金貸付金

① 内容

従業員数２０名以下の小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進

に寄与するため、団体が行う小規模企業者等設備資金貸付事業に必要な資

金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２４年度末残高 １３，７８３千円

平成２５年度貸付額 ０千円

平成２５年度返済額 １２，０５５千円

平成２５年度末残高 １，７２８千円

ウ 島根県県単中小企業設備貸与資金貸付金

① 内容

従業員数３００名以下の中小企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進

に寄与するため、団体が行う島根県県単中小企業設備貸付事業に必要な資

金の一部を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２４年度末残高 ２８８，６４７千円

平成２５年度貸付額 ８２，８５０千円

平成２５年度返済額 ６１，２４７千円

平成２５年度末残高 ３１０，２５０千円

(4) 損失補償

ア 小規模企業者等設備貸与事業に係る損失補償

① 内容

小規模企業者等設備貸与事業に関して、団体の受ける貸与設備代金相

当額に係る損失について補償する。

② 平成２５年度末損失補償債務残高 ３７４，８１４千円
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イ 島根県県単中小企業設備貸与事業に係る損失補償

① 内容

島根県県単中小企業設備貸与事業に関して、団体の受ける貸与設備代

金相当額に係る損失について補償する。

② 平成２５年度末損失補償債務残高 ２０３，９４７千円

(5) 公の施設の指定管理

ア 産業高度化支援センター（テクノアークしまね）（所在地 松江市）

① 指定管理業務の内容

・島根県立産業高度化支援センターの使用料の徴収に関する業務

・島根県立産業高度化支援センター及び設備の維持管理に関する業務

・島根県産業技術センターの施設及び設備で知事が定めるものの維持管理

に関する業務

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 ２３７，６４２千円（平成２５年度）

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課（産業振興課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(3) 所管課（中小企業課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１５ 団体名 (一財）島根県石央地域地場産業振興センター 所管課 産業振興課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和５９年８月３０日

(2) 設立目的

島根県石央地域における地場産業振興のための事業を行うことにより、地場

産業の健全な育成及び発展に貢献し、もって活力ある地域経済社会の形成、地

域住民の生活の向上及び福祉の増進に寄与する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 １０，０００千円（県出資比率：３３．３％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

展示会・見本市等販路開拓事業、教育・研修・実習等人材養成事業、情報

の収集・提供及び交流事業、地域産業製品等の展示・販売及び普及事業、施

設の貸与及び管理運営事業を行っている。

イ 事業費 ３３，６６５千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１６ 団体名 島根県中小企業団体中央会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和３１年２月１６日

(2) 設立目的

中小企業等協同組合法等により設立された組合等の組織、事業及び経営の支

援その他組合等の健全な発展及び中小企業の振興を図るために必要な事業を行

い、もって自主的な経済的活動を促進し、その経済的地位の向上を図る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県中小企業連携組織対策事業費補助金

① 内容

中小企業連携組織の推進並びに中小企業団体の育成及び指導を促進する

ため、中小企業連携組織推進指導事業に要する経費を補助する。

② 補助金額 １０６，６６３千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１７ 団体名 島根県商工会連合会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和３６年１０月２４日

(2) 設立目的

県内における商工会の健全な発達を図り、もって商工業の振興に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、商工会指導員、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費

を補助する。

② 補助金額 ２２１，３２３千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１８ 団体名 美濃商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成１９年４月１日

美都町商工会と匹見町商工会が合併して設立

(2) 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発

達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業の発展

に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営者支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

② 補助金額 ２６，９２５千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１９ 団体名 吉賀町商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成１９年４月１日

六日市商工会と柿木商工会が合併して設立

(2) 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発

達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業の発展

に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営者支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

② 補助金額 ３７，２４５千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし



- 42 -

２０ 団体名 安来商工会議所 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和３０年８月１８日

(2) 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発

達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業の発展

に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営者支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

② 補助金額 ３４，７９３千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２１ 団体名 出雲空港ターミナルビル（株） 所管課 港湾空港課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和５５年６月２０日

(2) 設立目的

空港ターミナルビルの維持管理及び貸室・附帯施設の賃貸

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し出資をし、株式を引き受けている。

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：３０．３％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

資本金として出資。貸室等の賃貸料収入や借入金を使ってボーディン

グブリッジやトイレ設備等の更新を実施

３ 監査の結果

(1) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２２ 団体名 石見空港ターミナルビル（株） 所管課 港湾空港課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成３年９月５日

(2) 設立目的

空港ターミナルビルの維持管理及び貸室・附帯施設の賃貸

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し出資をし、株式を引き受けている。

出資金額 １４４，０００千円（県出資比率：３０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

資本金として出資。レストラン・売店を経営。貸室等の賃貸料収入等によ

り売店の移設・改修やレストラン改修等を実施

３ 監査の結果

(1) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２３ 団体名 大畑建設（株） 所管課 都市計画課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和４２年１２月２２日

(2) 団体の形態 株式会社（所在地：益田市）

(3) 主な業務内容

土木建設工事の施工、その他

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 万葉公園（所在地：益田市）

① 指定管理業務の内容

・公園の運営に関する業務

・年間事業計画の策定及びその計画に基づいた事業の実施に関する業務

・公園の維持管理に関する業務

・有料公園施設及び設備の利用に関する業務

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 ３６，４８１千円（平成２５年度）

３ 監査の結果

(1) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２４ 団体名 北陽ビル管理（株） 所管課 社会教育課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 昭和４４年４月１９日

(2) 団体の形態 株式会社（所在地：松江市）

(3) 主な業務内容

建築物の清掃・営繕・保守管理、その他

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 青少年の家（サン・レイク）（所在地：出雲市）

① 指定管理業務の内容

・施設及び設備の使用料の徴収に関する業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・施設及び設備を利用する者への食事の提供に関する業務

② 指定期間 平成２２年度～平成２６年度

③ 指定管理料 ６７，６００千円（平成２５年度）

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２５ 団体名 (公財)島根県暴力追放県民センター 所管課 組織犯罪対策課

１ 団体の概要

(1) 設立時期 平成４年５月１１日

(2) 設立目的

県民の総意を結集して、暴力追放活動を強力かつ恒常的に推進し、暴力団員

による不当な行為についての相談事業を行うとともに、暴力団員による不当な

行為の被害者の救援を行うこと等により暴力団を追放し、もって「安全な暮ら

しの確保」の実現に寄与する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、基本財産を出資している。

出資金額 ３００，０００千円（県出資比率：７０．０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

暴力相談・救済、広報啓発、組織活動支援、研修事業等を実施

イ 事業費 １４，３０１千円

（基本財産からの利息収入は６，４６８千円）

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

業務増、収入減対策及び相談環境改善に対する協力・支援について

暴力団排除条例の施行に伴い、取引等の相手が暴力団関係者かどうかを確

認するための属性相談が急激に増加する一方で、金利低下による基本財産運

用益の減少や景気低迷による寄附金の減少によって収入確保が困難になって

いる。
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また、現事務所においては相談室が無く、相談者のプライバシー保護が難

しい状況となっている。

暴力団排除のための事業実施に支障が生じないよう協力・支援されたい。
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